
新潟市道路除雪機械購入補助金交付要綱  

（趣旨）  

第１条  新潟市道路除雪機械購入補助金の交付に関しては、新潟市補助金等

交付規則（平成１６年新潟市規則第１９号）によるほか、この要綱の

定めるところによる。  

（定義）  

第２条  この要綱において「除雪協力業者」とは、新潟市と道路除雪業務委

託契約を締結し、新潟市管理道路の除雪業務を行う業者（以下「業者」

という。）をいう。  

（補助の対象事業）  

第３条  この要綱による補助の対象となる事業は、業者が行う道路除雪機械

の購入（以下「道路除雪機械購入補助事業」という。）とする。  

（補助金の交付）  

第４条  市長は、道路除雪機械購入補助事業に要する経費に対し、予算の範

囲内において道路除雪機械購入補助金（以下「補助金」という。）を

交付する。  

（補助対象経費等）  

第５条  この要綱による補助金の対象となる経費、補助金の補助率及び限度

額並びに補助の要件は、別表のとおりとする。  

（交付の手続及び決定）  

第６条  補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請事業者」という。）

は、市長が別に定める日までに、新潟市道路除雪機械購入補助金交付

申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなけ

ればならない。  

（１）  事業計画書（様式第２号）  

（２） 購入機械の見積書（内訳のわかるもの、更新対象機械の売払

いがある場合は売却額がわかるものを含む）  

（３）  購入機械のカタログ又は写真等  

（４）  除雪協力承諾書（様式第３号）  

（５）  更新対象機械の車検証（除雪機械を更新する場合）  



（６）  市税の納税証明書（市制度用）  

（７）  その他市長が必要と認める書類  

２  市長は、前項の規定により申請書が提出された場合は、その申請内

容が適正かつ妥当であるかどうかを審査し、適当と認めるときは、必

要に応じて新潟市道路除雪機械購入補助金交付審査要領に基づく審査

を行い、補助金の交付を決定するものとする。この場合において、市

長は、必要に応じ条件を付し、又は当該条件を変更することができる。  

３  市長は、前項の規定による決定（以下「交付決定」という。）をし

たときは、新潟市道路除雪機械購入補助金交付決定通知書（様式第４

号）により、当該交付申請事業者に通知するものとする。  

（届出）  

第７条  前条第３項の規定による通知を受けた交付申請事業者（以下「交付

決定事業者」という。）は、前条第１項の申請書及び添付書類の内容

を変更し、又は当該事業を中止しようとするときは、その旨を市長に

届け出てその承認を得なければならない。  

（実績報告）  

第８条  交付決定事業者は、道路除雪機械を購入したときは、新潟市道路除

雪機械購入補助事業完了実績報告書（様式第５号）に、次に掲げる書

類を添えて市長に提出しなければならない。  

（１）  収支決算書  

（２） 契約書の写し（原本証明したもの、更新対象機械の売払いが

ある場合は売払いの契約書を含む）  

（３）  納品書、請求書及び領収書又はこれらに代わるものの写し  

（４）  購入機械の車検証の写し  

（５） 竣工写真（附属品を装備し、前後側の三面から撮影したもの） 

（６）  公表内容を証明できる資料  

（７）  その他市長が必要と認める書類  

２  前項に規定する実績報告書の提出期限は、事業完了の日から起算し

て６０日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の末日の

いずれか早い日とする。  



（補助金の額の確定）  

第９条  市長は、前条第１項の完了実績報告書が提出された場合は、その内

容その他必要事項を審査し、実物を検査の上、補助金の額を決定する

ものとする。  

２  補助金の額は、補助対象経費に別表の補助率を乗じて得た額（その

額に１，０００円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）

又は限度額のいずれか低い額とする。  

３  市長は、第１項の規定により補助金の額を確定したときは、新潟市

道路除雪機械購入補助金額確定通知書（様式第６号）により交付決定

事業者に通知するものとする。  

（補助金の交付）  

第１０条  前条第３項の規定による通知を受けた交付決定事業者は、すみや

かに新潟市道路除雪機械購入補助金交付請求書（様式第７号）を市

長に提出しなければならない。  

２  市長は、前項の請求書を受理した後、補助金を交付するものとする。 

（譲渡の制限）  

第１１条  交付決定事業者は、補助事業の完了の年度の末日から起算して６

年を経過する日までの間（以下「譲渡制限期間」という。）は、購

入した道路除雪機械を譲渡し、交換し、又は廃棄することができな

いものとする。ただし、第６条第２項の規定により譲渡制限期間を

変更した場合は、この限りでない。  

（交付決定の取消し）  

第１２条  市長は，交付決定の後、交付決定事業者が次の各号のいずれかに

該当すると認めたときは、交付決定を取り消すことができる。  

（１）  偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。  

（２）  交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。  

（３）  補助事業の目的に反したとき。  

（４） 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認

めたとき。  



（補助金の返還）  

第１３条  市長は、前条の場合において既に補助金を交付した交付決定事業

者に対して、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。  

（報告の徴収）  

第１４条  市長は、必要があると認めるときは、補助事業に関し、交付決定

事業者から報告を求め、又は職員に調査若しくは検査をさせること

ができる。  

（委任）  

第１５条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附  則  

（施行期日）  

１  この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  

（適用期間）  

２  この要綱の適用期間は、令和８年３月３１日までとする。  

附  則  

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、令和２年４月１日から施行する  

附  則  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する  



別表（第５条及び第９条関係）  

補助金  対象経費  補助率  限度額  補助要件  

道路除雪

機械購入

補助金  

ホイールローダ（トラ

ク タ シ ョ ベ ル ）、 ド ー

ザ、グレーダ、ロータ

リ、除雪トラックに係

る以下の購入費  

① 既存の業者機械（新

潟 市 と 道 路 除 雪 業

務 委 託 契 約 を 締 結

している機械）との

入 れ 替 え 機 械 の 購

入費（機械購入年度

内 に 既 存 の 業 者 機

械 の 売 払 い が あ る

場合は、売却額を差

し引いた額とする）

② 機 械 購 入 年 度 の 新

潟 市 管 理 道 路 の 除

雪 を 実 施 す る た め

に 新 た に 必 要 な 機

械 と し て 新 潟 市 長

が 認 め た 機 械 の 購

入費  

対象経費

の １ / ３

以内  

２ ０ ０

万円 /台

① 補 助 事 業 の 完 了 の

年 度 の 末 日 か ら ６

年 を 経 過 す る 日 ま

で の 間 は 、 補 助 対

象 道 路 除 雪 機 械 に

よ り 新 潟 市 管 理 道

路 の 除 雪 を 行 う こ

と。  

① 購 入 機 械 が 中 古 車

で あ る 場 合 は 、 そ

の 初 年 度 登 録 の 日

か ら 起 算 し て 補 助

金 を 申 請 す る 年 度

の 末 日 ま で の 期 間

が 、 次 に 掲 げ る 機

種 ご と に 定 め た 年

数 以 内 の 機 械 で あ

ること。  

 ア  ホ イ ー ルロ ーダ

及びドーザ８年  

イ  グレーダ１０年  

ウ  ロ ー タ リ 及び 除

雪トラック９年

② 既 存 の 業 者 機 械

は 、 登 録 年 数 が １

５ 年 以 上 で あ る こ

と。  

③ 市 税 を 完 納 し て い

ること。  


